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茨木市景観審議会の会長選出について

■令和６年10月に委員改選（任期２年）

■ 【就任】 武田 裕之委員、上野 正美委員 ／ 【退任】 加賀 有津子委員（前会長）、池田 恵次委員

■前会長の退任により、新たに会長の選出が必要

【参考】茨木市景観条例施行規則

（茨木市景観審議会）
第19条 茨木市景観審議会（以下「審議会」とい
う。）に会長を置く。
２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。
３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あら
かじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
５ 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長
となる。
６ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ
これを開くことができない。
７ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
８ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し
必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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